
長岡市告示第３８３号 

 

長岡市国民健康保険条例（昭和３４年長岡市条例第３号。以下「条例」といいます。） 

第１９条第１項に規定する条例第１２条の２又は第１５条の２の基礎賦課額から減額する 

額、条例第１９条第２項に規定する条例第１５条の５の３又は第１５条の５の６の後期高 

齢者支援金等賦課額から減額する額及び条例第１９条第３項に規定する条例第１５条の７ 

の介護納付金賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、条例第１９条第５項の規 

定に基づき告示します。 

 

 

令和７年６月２５日 

 

長 岡 市 長   磯 田  達 伸 

 

 

１ 基礎賦課額から減額する額 

  (1)  条例第１９条第１項第１号ア及びイに定める額 

    ア 令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

     １５，４４１円 

    イ 令和７年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

     １０，０１７円 

・特定世帯にあっては、５，００９円 

・特定継続世帯にあっては、７，５１３円 

(2)  条例第１９条第１項第２号ア及びイに定める額 

   ア 令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

     １１，０２９円 

   イ 令和７年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

      ７，１５５円 

・特定世帯にあっては、３，５７８円 

・特定継続世帯にあっては、５，３６６円   

(3)  条例第１９条第１項第３号ア及びイに定める額 

   ア 令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      ４，４１２円 

   イ 令和７年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      ２，８６２円 

・特定世帯にあっては、１，４３１円 

・特定継続世帯にあっては、２，１４７円 

 

 

 

 

 



２ 後期高齢者支援金等賦課額から減額する額 

  (1)  条例第１９条第２項第１号ア及びイに定める額 

    ア 令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

      ６，６５７円 

    イ 令和７年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

      ４，３１９円 

・特定世帯にあっては、２，１６０円 

・特定継続世帯にあっては、３，２３９円 

(2)  条例第１９条第２項第２号ア及びイに定める額 

   ア 令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

      ４，７５５円 

   イ 令和７年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

      ３，０８５円 

・特定世帯にあっては、１，５４３円 

・特定継続世帯にあっては、２，３１４円 

(3)  条例第１９条第２項第３号ア及びイに定める額 

   ア 令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      １，９０２円 

   イ 令和７年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

      １，２３４円 

・特定世帯にあっては、６１７円 

     ・特定継続世帯にあっては、９２６円 

 

３ 介護納付金賦課額から減額する額 

(1) 条例第１９条第３項第１号アに定める額 

令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

     １０，１０９円 

(2) 条例第１９条第３項第２号アに定める額 

令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

     ７，２２１円 

(3) 条例第１９条第３項第３号アに定める額 

令和７年度分の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

     ２，８８９円 


